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          緊急修繕等業者名簿の
業者受付について

          
            北九州市住宅供給公社が発注する市営住宅・公社賃貸住宅の修繕に係る緊急修繕業者（「緊急修繕工事」「サービス・その他」「測量・コンサルタント」業者）の令和5・6年度分新規登録を随時行っています。

                新規登録に当っては、【緊急修繕業者の業務】を熟知のうえ申請してください。また、登録内容に変更が生じた場合は、速やかに変更内容を申請してください。

          

      
          
          緊急修繕業者の業務

            
              緊急修繕工事は、住居の壁、床、天井、給排水設備、電気設備、付帯する全ての施設において日常的に発生する事故、故障といった入居者生活の支障となるものを取り除き、快適かつ安全、安心な生活を提供する市民サービスであり、地震、台風、火災等の災害にも対応しなければなりません。

              工事については、入居者の住みながらの工事となるため、入居者への真摯な対応や故障の程度、原因究明等、幅広くさまざまな現場状況に対応できる、経験を知識に基づいた判断力が必要となります。

              

          

      
          
          申請手続きについて

            
              1.新規登録の対象者

              （1）新規受付

              令和5・6年度　北九州市住宅供給公社有資格業者名簿に登載されていない者

              （2）工種の追加

              既登録業者で、工種の追加を行う者（「緊急修繕工事」「サービス・その他」「測量・コンサルタント」において、今回の新規受付と合わせて最大3工種となるまで。ただし、そのうち「緊急修繕工事」においては2工種まで。）

              2.申請期間

              （1）受付期間

              令和5年7月3日（月）から令和7年4月30日（水）まで

              	（ただし、日曜日・土曜日・祝日並びに年末年始に係る休業日を除く）

              （2）受付時間

              午前9時から午後5時

              3.申請方法

              申請書類等は、下記から取得または北九州市住宅供給公社　事務局営繕課にてお渡しします。
提出書類をそろえて、当課まで持参してください。

              	すべての提出書類がそろってからの受付となります。


			  
              	申請要領（緊急修繕工事） [image: ]
	申請要領（サービス・その他） [image: ]
	申請要領（測量・コンサルタント） [image: ]




              4.緊急修繕業者登録の結果について

              	業者登録申請の結果は、受付月の翌月末までに郵送により通知します。
	業者登録の有効期間は、受付月の翌々月1日から令和7年6月30日までです。
	業者登録がなされても、必ずしも公社より工事の発注があるとは限りません。


              北九州市の入札参加資格者を取り消された場合は、登録資格を取り消します。

              申請内容が事実と相違していることが判明した場合は、同資格を取り消すことがあります。

				
              5.登録内容の変更について

              緊急修繕業者登録内容について、住所・代表者名・振込先口座の変更がある場合は、速やかに「請求者登録申請書（緊急修繕等業者登録変更用）」に必要事項を記載し、届出印を押印の上、公社まで郵送または窓口へ提出願います。（公社用・業者用一部ずつ）
尚、送付の方は業者用控えの返信用封筒を同封願います。

			  	請求者登録申請書（緊急修繕等業者登録変更用） [image: ]


              

          


          
      お問い合わせ先

            
                〒802-0001　北九州市小倉北区浅野三丁目8番1号（AIMビル4階）

                    北九州市住宅供給公社　事務局　営繕課

                    Tel　093-531-3101 / Fax　093-531-3161
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